
新樋越川水系流域治水プロジェクト

【参考資料】
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⚫ 本市の経営農地面積（水田）は、2,583haあり、水田の2,430haは、多面的機能支払い交付金事業に取り組んでおり、農地
の持つ多面的機能を保全しようとする意識が高い地域である。

⚫ 水田の持つ機能を更に高め、近年の集中豪雨による水路、河川への水位上昇を抑制するため、田んぼダムの実施に取
り組む。（農地面積を拡大する。現状：0ha⇒5年後100ha）

⚫ 堰板等により水田の持つ一時貯留機能を高めることで、排水路、下流河川の水位上昇を抑制し、浸水量、浸水面積の低
減を図ります。（水田に0.1mの貯水能力を設けることで 1,000m3／haの一時貯留が可能となる。）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策事例
＜田んぼダムの実施＞ 京丹後市

2※農林水産省農村振興局整備部「田んぼダム」の手引きより



⚫ 本市のため池は１７５池あり、総貯水能力は151.6万m3を有する。また、国営農地は、１５８の沈砂池を有して
おり、洪水調整機能は64.5万m3を有しています。

⚫ 災害や豪雨等が予報される時には、ため池の事前放流を行い、一時貯留機能を高め、排水路、下流河川の水位上
昇を抑制し、浸水量、浸水面積の低減を図ります。

・ため池の一時貯留量目標：約15万m3（ため池貯水量の１割程度）
⚫ ため池、沈砂池の貯留機能を活かすため、浚渫や改修工事を進めます。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策事例
＜ため池の事前放流による一時貯留機能の拡大＞ 京丹後市
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※農林水産省農村振興局整備部
ため池の洪水調節機能強化対策の手引きより



○位置図、写真

河積阻害を軽減し、流下能力を向上させるために河道の維持管理掘削を進めている。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策事例
〈河道掘削〉 京都府 丹後広域振興局 建設部

浚渫＜維持掘削＞

施工前 施工後

離湖

樋越川

新樋越川
大橋川

京丹後市網野町小浜地内他

施工中
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策事例
＜水源林造成事業による森林の整備・保全＞

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター 近畿北陸整備局

⚫ 水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見込めない箇
所において、針広混交林等の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図る事業です。

⚫ 水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施することで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、
森林土壌等の保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。

⚫ 丹後管内流域における水源林造成事業地は、103箇所（森林面積約4,494ha）であり、流域治水に資する除間伐等の
森林整備を計画的に実施していきます。

兵庫県

福井県

N

一級河川
由良川流域

日本海

中丹管内

丹後管内
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策事例
＜ハザードマップの作成・普及＞ 京丹後市

○位置図、イメージ図（パースなど）、写真

災害時における避難の促進、避難行動等を市民に周知するため、土砂災害・洪水・地震等に対応した各種マップ作
成し、市内全世帯への配布を行った。また、転入者等に対して適宜配布を行っている。

マップの他、マイタイムライン、気象情報の見方、
避難行動の方法、避難情報の種類、水位の程
度、非常用持ち出し袋の防災備蓄品等の紹介を
行っています。
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策事例
＜マイタイムラインの作成推進＞ 京丹後市

地域または家庭におけるタイムラインを作成し、危険区域からの早期避難やいざという時の避難所や避難経路を再
確認する。

○市広報誌掲載
○区長会等での呼びかけ
○ワークショップの開催
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策事例
＜地域と連携した訓練・研修＞ 京丹後市

年１回地域や自主防災組織、防災関係機関等と連携を行い、自然災害を想定した各種訓練を実施、また災害時の
理念「自助」「共助」を推進する取組として地域防災リーダー研修で防災・減災につなげる。

○避難情報、行動、避難所運営
訓練

○消防資機材の点検、使用訓練
○危険箇所パトロール
○地域防災力の向上のための講
演、研修

など
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策事例
＜避難体制等の強化＞ 京丹後市

風水害における土砂災害や洪水での避難を呼びかける避難情報の理解と積極的な活用をすすめるための周知・広
報を行っている。

【主な広報媒体】
○市広報誌
○市ホームページ
○市ケーブルＴＶ
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管理河川において、洪水時の観測に特化した危機管理型水位計を１２６箇所に設置し、また、機能を限定した低コス
トな簡易型河川監視カメラを５８箇所に設置し、府のホームページで住民への情報提供を行っています。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策事例
＜水位計・河川監視カメラ等の設置・情報提供＞ 京都府 建設交通部

危機管理型水位計
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簡易型河川監視カメラ

氾濫開始水位

危険水位

観測開始水位超過現在までの水位



○河川の氾濫や内水などによる浸水被害発生時、現地において迅速かつ的確に排水作業
  を行い、浸水被害の軽減や地域における早期の復旧活動を支援
○常設の排水施設がない河川等で機動的に湛水を排除

【対策内容】
・排水ポンプ車導入の検討
・出動要請の連絡体制の整備
・排水計画の策定、計画に基
づく排水訓練の実施

※排水ポンプ車４台(1台あたり排水能力30m3/min）で、府内一円に出動
※国、市所有の排水ポンプ車と連携

近畿地方整備局の排水ポンプ車稼働状況
（Ｈ30年7月豪雨・福知山市荒河排水機場）

●

●

●
●

運用計画

Ｒ3年6月綾部市と合同訓練を実施

●：保管場所

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策事例
＜排水ポンプ車＞ 京都府 建設交通部

H30年9月 土木事務所に排水ポンプ車を導入
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策事例
＜流域治水に係るリーフレットの作成＞ 京都府
建設交通部
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◆立命館大学と連携し、一般の方向けの流域治水に関するリーフレットを作成。

◆配布についてHPで周知するとともに、府主催のイベントなどで配布し、流域治水の自分
事化を促すツールとして活用。

○立命館大学 建築光環境デザイン・設備技術研究室と連携。
○関係者へのアンケート調査により、効果的で親近感があり、
かつ受け入れやすいリーフレットの形状や表現を検討し、その
結果をもとに流域治水の啓発資料を作成。

【特徴】

・アンケート結果を踏まえ、以下のとおり設定
形状：四角 ベースの色：緑 フォント：新丸ゴシック、Bold

・誘目性を高めるために巻三折した際に中のデザインが見える
 窓を設けた。

・実在する施設、観光地をイラストに盛り込み京都らしさを表現。

図-1 リーフレット（上：外側、下：内側）



〈災害からの安全な京都づくり条例〉 京都府

災
害
対
策
基
本
法

府その他防災関係機関が行う具
体的施策を規定

京都府地域防災計画

府

市町村

指定公共機関

防災関係機
関

予防

災害応急

災害復旧

方 向 性

災
害
か
ら
の
安
全
な
京
都
づ
く
り
条
例

目的 ○府民の生命、身体及び財産を災害から保護 ○府民が安全に暮らすことができる京都府を実現

基本
理念

○備蓄の推進、物資の
輸送▲

○避難行動要支援者へ
の支援等▲

○帰宅困難者等に対す
る措置等▲

○事業継続計画等
・京都ＢＣＰの推進 ▲

○財政上の措置
○立入検査
○市町村条例との関係
○規則への委任

・ハード・ソフト両面から徹底し
た基盤整備を実施
・府及び府民等が協働して防
災対策を推進

➇自主防災組織等の活動促進

○自主防災組織等は、消防団等
と連携して、危険箇所の把握、
有用情報の調査、防災マップ
の作成、防災訓練の実施、地
区防災計画の素案の作成▲

○府は、市町村と連携して、自
主防災組織等の取組を支援

⑩教育・訓練等

これまでの制度や施策を超えた対策が必要

法的根拠

【国、府、市町村等で構成】
○府が、市町村の申出により、
設置可能

○災害種別に応じた事業計画を作成

補完・具体化

５ 災害発生時の体制づくり

６ 雑 則

●３年連続（H24～H26）の豪雨災害
●南海トラフ地震等の備えが必要

○災害に備える事前対策を
規定

○各防災対策ごとに、府の施

策及び府民等の取組を明
確化して規定

２ 災害危険情報の共有

１ 総 則

○災害危険情報の共有 ○防災上の機能を強化
するまちづくりの推進

○地域防災力の向上 ○災害が発生した場合
の体制の構築

○被災者の基本的人権
を尊重

○要配慮者、男女共同
参画の視点に配慮

④総合的治水対策

○河川下水道対策▲
○雨水貯留浸透対策
・一定規模以上の開発行為に

は調整池設置■

・雨水貯留浸透施設の設置▲

・森林の適正管理▲

・土地の遊水機能の維持等▲

○浸水被害軽減対策
・公共建築物の耐水機能の確保▲

・排水機場等の適切な操作 ▲

・ため池の決壊の防止等▲

⑤地震・津波等の防災対策

○建築物の安全性の確保▲
○公共施設の安全性の確保
○屋内家具等の安全性の確保▲
○工作物等の安全性の確保▲

○指定等文化財建造物の安全
性の確保等▲

⑥特定地域防災協議会

○府は、災害危険情報の整
備・公表

①府による災害危険情報の
整備、公表

③宅地建物取引業者に係る
特定災害危険情報の提供、把握

○府は、宅建業者に特定の災
害危険情報を提供

○宅建業者は災害危険情報を
把握■

②府民等による
災害危険情報の把握等

○府民、自主防災組織、事業者
はあらかじめ災害危険情報を
把握▲

○府民、自主防災組織は防災
マップの活用や避難場所等を
確認し、安全確保の検討▲

○事業者は、従業員等の安全
確保計画を作成▲

○地域住民、従業員等に周知
▲

大規模な災害が想定される地域について

⑨自主防災組織等への参加促進

⑪人材の育成

○府は、防災リーダー・ボラン
   ティアコーディネーターを育成

○府民は、防災を学習、教育・
訓練に参加▲ ○府は支援
等

○府民等は、自主防災組織を
結成・参加、消防団に参加▲
○府は協力、支援

ハード・ソフト両面から府民
の総力を挙げた取組

【凡例】
■：義務
▲：努力義務

３ 災害に強いまちづくり ４ 災害に強い人づくり

○府は、事業計画を踏まえ、施設
所有者の同意を得て特定防災
対策を実施する施設を指定

○府は、指定施設について認証
○施設所有者は必要な措置を実施 ■

⑦指定施設の指定等

７ 罰 則

災害からの安全な京都づくり条例の体系図
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